
相模原市 

確認申請等手数料一覧表 
注：構造計算適合性判定の必要な建築物については、 

裏面の表の料金も合計されます。 
平成２１年４月１日改正 

床面積の合計 
（中間検査は検査の対象と 

なる部分の床面積） 
確認申請手数料 

中間検査申請 
手数料 

完了検査申請手数料 
中間検査 
指定有無 

 

30 ㎡以内のもの 10,000 円 15,000 円
指定なし 16,000 円

指定あり 15,000 円

   30 ㎡を超え 

   100 ㎡以内のもの 
18,000 円 18,000 円

指定なし 19,000 円

指定あり 18,000 円

   100 ㎡を超え 

   200 ㎡以内のもの 
28,000 円 23,000 円

指定なし 25,000 円

指定あり 24,000 円

   200 ㎡を超え 

   500 ㎡以内のもの 
36,000 円 32,000 円

指定なし 34,000 円

指定あり 31,000 円

   500 ㎡を超え 

  1,000 ㎡以内のもの 
66,000 円 52,000 円

指定なし 58,000 円

指定あり 55,000 円

  1,000 ㎡を超え 

  2,000 ㎡以内のもの 
93,000 円 70,000 円

指定なし 78,000 円

指定あり 75,000 円

  2,000 ㎡を超え 

  5,000 ㎡以内のもの 
160,000 円 100,000 円

指定なし 120,000 円

指定あり 110,000 円

  5,000 ㎡を超え 

 10,000 ㎡以内のもの 
280,000 円 160,000 円

指定なし 190,000 円

指定あり 180,000 円

10,000 ㎡を超え 

 30,000 ㎡以内のもの 
370,000 円 210,000 円

指定なし 240,000 円

指定あり 230,000 円

30,000 ㎡を超え 

50,000 ㎡以内のもの 
460,000 円 260,000 円

指定無し 300,000 円

指定あり 290,000 円

50,000 ㎡を超えるもの 900,000 円 530,000 円
指定無し 610,000 円

指定あり 600,000 円

 

建築設備 

小荷物専用 
昇降機 

8,000 円

（計画変更 5,000 円）
― 13,000 円

上記以外の 
建築設備 

17,000 円

（計画変更 10,000 円）
― 21,000 円

工 作 物 
15,000 円

（計画変更 9,000 円）
― 15,000 円

※中間検査の対象建築物については別紙『中間検査の実施について』を参照してください。 
※計画変更、移転、大規模な修繕、大規模な模様替、用途変更は当該床面積の２分の１で算定します。 
 ただし、床面積が増加する計画変更の場合は、その増加面積のすべてで算定します。 
※用途変更の完了については、完了届（手数料不要）を提出してください。 
※建築基準法第６条第１項第４号建築物に設置する建築設備（昇降機）は、単独での確認申請はありません。 



道路位置指定申請手数料 
     平成１９年１０月１日施行 

道路位置指定申請手数料 50,000 円

仮使用承認申請手数料     平成１１年２月１日改正 

仮使用承認申請 120,000 円

 

      構造計算適合性判定申請手数料 
平成１９年６月２０日施行 

床面積の合計 構造計算方法 手数料 

 

  1,000 ㎡以内のもの 

認定プログラム 110,000 円

その他 159,000 円

   1,000 ㎡を超え 

   2,000 ㎡以内のもの 

認定プログラム 137,000 円

その他 212,000 円

  2,000 ㎡を超え 

10,000 ㎡以内のもの 

認定プログラム 150,000 円

その他 243,000 円

10,000 ㎡を超え 

50,000 ㎡以内のもの 

認定プログラム 190,000 円

その他 321,000 円

50,000 ㎡を超えるもの 認定プログラム 322,000 円

その他 590,000 円

 

※構造計算適合性判定の対象となる建築物１棟ごとに算定します。 

※構造計算適合性判定の要否につきましては、事前にご相談ください。 

 

 【参考】「対象の建築物」の規模等について 

   ○大規模な建築物＝高さ 60ｍ以下で、 

      木造：高さ 13ｍ超又は軒の高さ９ｍ超 

      鉄骨造：４階以上等 

      ＲＣ造：高さ 20ｍ超等 

   ○中規模な建築物＝上記以外のもので、下記の規模の建築物で 

            大臣認定プログラムを用いたもの又は限界耐力計算を行ったもの 

      木造：３階以上又は延べ面積 500 ㎡超 

      木造以外：２階以上又は延べ面積 200 ㎡超 

  

   ※上記以外のもので、小規模な建築物でも大臣認定プログラムを用いたものや、 

    限界耐力計算を行ったもの等は、対象となる場合があります。 

 

 



構造計算適合性判定の対象建築物に加算される手数料の算定例 

 

 

●一棟新築の場合 
 

確認申請等手数料 

床面積 5,000 ㎡ ⇒ 160,000 円 

構造計算適合性判定を要する場合の加算額 

床面積 5,000 ㎡ ⇒ 243,000 円 

確認申請手数料 計    403,000 円 

 

 

 

●別棟増築 （令第８１条第２項も含む場合） 
 

確認申請等手数料 

床面積 2,000 ㎡ ⇒  93,000 円 

構造計算適合性判定を要する場合の加算額 

 床面積 1,000 ㎡ ⇒  159,000 円 

床面積 1,000 ㎡ ⇒  159,000 円 

確認申請手数料 計     411,000 円 

 

 

 

●一棟増築 
 

確認申請等手数料 

床面積 2,000 ㎡ ⇒  93,000 円 

構造計算適合性判定を要する場合の加算額 

床面積 5,000 ㎡ ⇒  243,000 円 

確認申請手数料 計     336,000 円 

 

 

 

※ 構造適合性判定加算額は、それぞれ認定プログラムを使用しない場合の額 

 

 

申請建築物 

5,000 ㎡ 

 

既存建築物 

3,000 ㎡ 

申請建築物 
（増築） 
1,000 ㎡ 

 

既存建築物 

3,000 ㎡ 

 

申請建築物 

（増築） 

2,000 ㎡ 

申請建築物 
（増築） 
1,000 ㎡ ＥＸＰ.Ｊ 


